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空き家・
相続
に関するお悩みは…
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９
月
30
日
は
ク
サ
ゼ
ロ
の
日

　
市
で
は
、
雑
草
を
減
ら
し
、
き

れ
い
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、
９
月
30
日
を
「
ク

サ
ゼ
ロ
の
日
」、
暑
さ
が
和
ら
ぐ

９
月
30
日
か
ら
10
月
末
ま
で
を
ク

サ
ゼ
ロ
運
動
期
間
と
定
め
て
い
ま

す
。

　
期
間
中
、
ご
家
庭
や
職
場
周
辺
、

空
き
地
な
ど
身
近
な
場
所
で
行
う

除
草
活
動
＝
「
ク
サ
ゼ
ロ
運
動
」

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
全

市
的
に
取
り
組
ん
で
、
地
域
の
環

境
美
化
の
向
上
に
つ
な
げ
ま
し
ょ

う
。

〇�

空
き
地
の
雑
草
等
で
お
困
り
の

方
へ

　
所
有
者
（
管
理
者
）
が
不
明
な

空
き
地
の
雑
草
等
で
迷
惑
し
て
い

る
な
ど
で
お
困
り
の
場
合
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

《
ご
相
談
の
際
の
留
意
事
項
》

・�

管
理
を
行
う
の
は
、所
有
者（
管

理
者
）
で
す
。
市
で
は
除
草
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

・�

所
有
者
の
死
亡
や
相
続
等
の
事

情
に
よ
り
、
対
応
に
時
間
を
要

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

農
地
の
雑
草
等
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

★�

環
境
推
進
課
☎
25
‐
１
１
７
３
、

支
所
環
境
産
業
課
☎
72
‐
１
３

　

�

３
４
、
農
業
委
員
会
事
務
局
☎

25
‐
１
１
７
９

本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
イ
ベ
ン
ト
情
報

〇
土
器
の
拓
本
を
と
ろ
う

　
色
鉛
筆
で
土
器
の
文
様
を
写
し

取
っ
て
、
拓
本
を
と
ろ
う

日�

時　
9
月
21
日
㈯
～
23
日
㉁　

午
前
9
時
～
午
後
４
時
30
分
（
最

終
受
付　
午
後
４
時
）

対
象　
ど
な
た
で
も

費
用　
無
料

※
申
込
不
要
。
直
接
会
場
へ
。

〇
和
綴
じ
本
風
メ
モ
帳
づ
く
り

日�

時　
9
月
21
日
㈯　
午
前
9
時

～
午
後
2
時

費
用　
無
料

※
申
込
不
要
。
直
接
会
場
へ
。

※
認
知
症
普
及
啓
発
イ
ベ
ン
ト

「
オ
レ
ン
ジ
ウ
ィ
ー
ク
in
ほ
ん
じ

ょ
う
」
と
同
時
開
催
と
な
り
ま
す
。

〇�

古
代
人
の
モ
ノ
づ
く
り
に
迫
る
！

‐
ミ
ニ
土
器
を
つ
く
ろ
う
‐

　

粘
土
を
こ
ね
て
、
伸
ば
し
て
、

積
ん
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
土
器
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う

日�

時　
9
月
28
日
㈯
、
29
日
㈰　

①
午
前
10
時
～
、
②
午
後
２
時
～

対
象　
ど
な
た
で
も

定
員　
各
10
名
（
先
着
順
）

費�

用　
２
０
０
円
（
土
器
製
作
キ

ッ
ト
代
金
）

用
意　
汚
れ
て
も
よ
い
服
装

申�

込　
9
月
7
日
㈯
午
前
9
時
か

ら
電
話
ま
た
は
直
接
左
記
へ

★�

本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
☎
71
‐
６
８
７
８

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　        ★広報課☎25-１１５５

令
和
７
・
８
年
度
物
品
等
競
争

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

　

令
和
７・
８
年
度
の
申
請
受
付

か
ら
埼
玉
県
共
同
受
付
に
参
加
し

ま
す
。
市
が
発
注
す
る
物
品
・
印

刷
・
業
務
委
託
等
の
受
注
を
希
望

す
る
方
は
、
埼
玉
県
共
同
受
付
窓

口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申�

請
期
間　
９
月
10
日
㈫
～
11
月

29
日
㈮

申�

請
方
法　
埼
玉
県
競
争
入
札
参

加
資
格
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム
に

に
よ
る
電
子
申
請

※
詳
し
く
は
、
埼
玉
県
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

★
財
政
課
☎
25
‐
１
１
６
５

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
対
策

を
！

　
実
り
豊
か
な
秋
が
近
づ
き
、
イ

ノ
シ
シ
等
の
野
生
鳥
獣
も
冬
に
向

け
エ
サ
を
求
め
、
活
発
に
動
き
出

し
ま
す
。

　
山
林
周
辺
だ
け
で
な
く
、
人
家

付
近
で
も
柿
や
栗
等
を
放
置
し
た

ま
ま
に
す
る
と
、
野
生
鳥
獣
が
簡

単
に
お
腹
を
満
た
せ
る
え・

・

・
さ
場
だ

と
学
習
し
、
出
没
を
繰
り
返
す
よ

る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

※
猫
に
は
犬
の
よ
う
な
登
録
制
度

や
放
し
飼
い
を
規
制
す
る
法
制
度

が
な
く
、
市
で
保
護
・
捕
獲
は
で

き
ま
せ
ん
。
猫
が
敷
地
内
に
入
り

込
み
ふ・

・ん
尿
を
す
る
の
は
、
そ
の

猫
に
と
っ
て
快
適
な
場
所
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
猫
が
敷
地
内
等
に
入
ら
な
い
方

法
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

○�

犬
の
登
録
・
注
射
に
つ
い
て
：

環
境
推
進
課
☎
25
‐
１
１
７
３
、

支
所
環
境
産
業
課
☎
72
‐
１
３

　
３
４

○�

野
犬
の
捕
獲
・
保
護
、
飼
い
犬

の
し
つ
け
に
関
す
る
相
談
：
本

庄
保
健
所
☎
22
‐
６
４
８
１

○�

猫
に
関
す
る
相
談
：
埼
玉
県
動

物
指
導
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
８
‐

５
３
６
‐
２
４
６
５

し
い
こ
と
で
す
。
繁
殖
を
望
ま
な

い
場
合
は
、
避
妊
・
去
勢
手
術
を

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

【
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注
射

を
受
け
ま
し
ょ
う
】

　
犬
の
飼
い
主
は
、
犬
の
生
涯
に

１
回
の
登
録
と
、
毎
年
１
回
の
狂

犬
病
予
防
注
射
を
行
う
こ
と
が
法

律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
で
行
う
集
合
注
射
は
４
月
に

終
了
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
注
射
を

受
け
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
動

物
病
院
で
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
犬
や
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ

ん
は
、
次
の
と
お
り
、
飼
い
犬
及
び

飼
い
猫
に
つ
い
て
適
正
な
飼
養
及
び

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

【
散
歩
の
と
き
は
】

・�
不
慮
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
リ

ー
ド
を
つ
な
ぎ
ま
し
ょ
う
。

・�

散
歩
中
の
ふ・
・ん
は
飼
い
主
が
責
任

を
持
っ
て
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

※
ふ・
・ん
害
に
お
困
り
の
方
に
は
、
啓

発
用
の
看
板
を
無
償
で
配
付
し
て

い
ま
す
。
環
境
推
進
課
、
支
所
環
境

産
業
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
猫
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

【
猫
は
屋
内
飼
い
を
し
ま
し
ょ
う
】

　

近
隣
へ
の
迷
惑
だ
け
で
な
く
、

交
通
事
故
・
病
気
等
か
ら
猫
を
守

う
に
な
り
ま
す
。
果
樹
・
果
実
の

適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
山
林
に
入
る
際
は
十
分

な
準
備
と
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

野
生
鳥
獣
が
暮
ら
す
領
域
に
お
邪

魔
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

★�

支
所
環
境
産
業
課

　
　
　
　
　
　
☎
72
‐
１
３
３
４

９
月
20
日
か
ら
26
日
は
動
物

愛
護
週
間

　
動
物
は
、
多
く
の
人
び
と
に
愛

さ
れ
る
存
在
で
す
。
そ
の
一
方
、

飼
い
方
や
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、

多
く
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
動
物
と
の
暮

ら
し
方
を
見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
飼
う
前
に
、一
度
考
え
て
み
よ
う

・�

犬
や
猫
の
寿
命
は
、
10
年
以
上

で
す
。
家
族
と
し
て
一
生
世
話

が
で
き
ま
す
か

・�

食
事
、
し
つ
け
、
運
動
、
ふ・

・ん

尿
処
理
等
、
世
話
を
す
る
方
は

決
ま
っ
て
い
ま
す
か

・�

ふ・

・ん
の
処
理
、
鳴
き
声
、
に
お

い
等
、
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
ず

に
飼
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か

　
ま
た
、
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
動

物
を
飼
い
続
け
た
り
、
新
し
い
飼

い
主
を
探
す
こ
と
は
、
と
て
も
難

〈
広
告
〉

〈
広
告
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広報ほんじょうに掲載の情報は、「ほんじょうＦＭ（FM89.3MHz または専用アプリ等）」でもお知らせしています。 
放送時間【平日１日３回：午前７時 55 分ごろ、11 時 55 分ごろ、午後５時 55 分ごろ】

催
し
・
講
座

催
し
・
講
座

埼玉県

埼玉県

相続おしかけ講座
～相続の必要性を知っていただくために～

　相続や遺言、認知症に詳し
い行政書士を講師として招
き、相続や認知症の備えに関
する講座を開催します。
日�時　 ９月18日㈬　午前
　10時～11時

会場　市役所６階大会議室
※詳しくは、市 へ。

市

空き家コーディネーターにご相談を！

　埼玉県では、空き家の所
有者や活用希望者等からの
相談に対応する総合窓口を
開設しています。
電話番号　0120-157-393

受付時間　平日の午前９時　
　～正午、午後１時～５時
※詳しくは、
埼玉県 へ。

埼玉県


